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消防車両を更新しました
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　この度、消防車両の更新を行いました。
新車両は、水槽付き消防ポンプ自動車で、搭載している
水槽からすぐに放水を始めることができます。
　また、車両の両側面に付属している照明の照度を高く
設計しており、広範囲・長距離を照らすことができます。
そのため、夜間でも活動しやすい仕様となっています。
　三軒町長は、「消防団員の方々は車両を大切に使って
くれていてありがたい。今後も定期的に新車両の導入を
検討していきたい。」と話されました。
　後日、消防団幹部の方々にもお披露目しました。



フレイルとは、「虚弱（きょじゃく）」や「老衰（ろうすい）」と訳され、加齢により心身がおとろえた状
態のことです。活動する機会が不足すると、さらなる心身機能の低下が心配されます。以下の 4 点を
参考にフレイルの進行を防ぎましょう。

〇 適度な運動
　　 寝っぱなし、座りっぱなしにならず、適度にからだを動かしましょう。

〇 バランスの良い食事
　　 栄養のバランスを心がけて、からだの調子を維持しましょう。

〇 お口の保清
　　 歯磨きでお口を清潔に保ち、しっかり噛んで食事をしましょう。

〇 社会への参加や交流
　　 電話や手紙を通じて家族や友人とふれあい、心のおとろえを防ぎましょう。
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住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより
後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

フレイルの進行を防ぎましょう

　和歌山県後期高齢者医療制度の令和２・３年度の保険料率等が決定しましたのでお知らせします。
　保険料は、等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。
今までどおり所得の少ない方などには軽減制度がありますが、そのうち特例措置として実施されてい
る所得の低い方の均等割軽減措置について、８割軽減が令和２年度に７割軽減に、８．５割軽減が令
和２年度に７．７５割軽減に令和３年度に７割軽減に変更されます。
　なお、均等割額の５割・２割軽減の対象は拡大されます。
　令和２年度保険料額の通知は、７月中旬に送付します。

【問い合わせ】
　太地町役場　住民福祉課（☎０７３５－５９－２３３５）
　和歌山県後期高齢者医療広域連合（☎０７３－４２８－６６８８）

年　　度 均等割額 所得割率 賦課限度額
（上限保険料額）

令和２・３年度（年間） ５０，３０４円 ９．５１％ ６４万円

【参考】
平成 30・31 年度（年間） ４５，８１２円 ８．８０％ ６２万円

後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます



　

住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより

　災害時に、高齢や障がいなどで自力又は家族の力だけでは避難することが困難な方（要援護者）で、
事前に同意のあった個人の情報を登録し、その登録情報をもとに地域の皆さんの協力を得て、平時の
安否確認や災害が発生したときの防災情報の伝達や避難誘導など避難支援活動に役立てる制度です。
　登録された情報は、平時から、地域支援者、社会福祉協議会、区長会、駐在所、自主防災組織、
民生委員・児童委員などと必要に応じ共有します。

　この制度は、地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害
時の状況によっては、支援者の方も被災者になりうることから、この制度に登録することによって、
必ず災害時の支援が保障されるものではありません。
　尚、平時からの見守り活動として、個人情報を共有する場合があります。登録していただいた個
人情報については、町で適正に管理するとともに、情報の提供先においても同様な管理を行い、安
否確認・避難支援活動以外には、使用いたしません。

　登録を希望される方は、役場にお申し込みください。尚、申請する際には、個人情報の提供に同
意が必要であるため、印鑑をご持参ください。また、服薬している薬がある場合は、お薬手帳をご
持参ください。
　日頃の見守りや災害時における可能な範囲での声かけなどをしていただける、ご近所の方等（地
域支援者）にも協力をしていただきたいため、地域支援者を選定し、同意を得てください。ご近所
等に地域支援者がいない場合も登録は可能です。
　申請書は住民福祉課窓口にあります。役場に来るのが困難な方は、役場住民福祉課までご連絡く
ださい。

災害時において地域での支援を希望し、支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意する方で、
次のいずれかに該当する方です。
　１．65 歳以上の方のみの世帯の構成員である方　　　　　　　　　　　
　２．身体障害者手帳（１級・２級）の交付を受けている方　　　　　　　
　３．療育手帳（A 判定）の交付を受けている方　　　　　　　　　　　　
　４．精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている方
　５．介護保険の要介護３以上の方
　６．特定疾患の県知事に認定を受けている方
　７．１～６以外で災害時などに支援が必要と町長が認めた方
　新たに申請を希望する方、該当と思われる方は、役場住民福祉課（℡59-2335）までお問い合
わせください。既に申請された方も、お薬等の変更がありましたら、再度申請をお願いします。

太地町災害時要援護者登録制度のご案内

災害時要援護者登録制度とは・・・？

登録にあたって・・・

登録の方法は・・・？

登録の対象となる方は・・・？

3



44

住民福祉課だより 里親支援センターほっと開所日拡大のご案内
　里親支援センターほっとでは、４月から土曜・日曜等の休日を月３日開所することになりました。
　時間は 8：30 ～ 17：30。平日はお仕事等で相談が難しい方が休日を利用して気軽に相談できる機
会となればと考えています。毎月の開所日については、ほっとのホームページ「お知らせ」欄にて案
内しています。
　県内では約 450 人の子どもたちが、様々な事情で家族と離れて暮らしています。そうしたこどもた
ちを自分の家族に迎え、あたたかい家庭で共にすごしてくださる制度、それが「里親」です。里親に
も種類がありますので、関心のある方は、お気軽にお問合せください。

【問い合わせ先】里親支援センターほっと　上富田町岩田 2456-1　
電話：0739-34-2735（担当：川口・玉置）　ホームページ：https://www.wfj.or.jp/hot

　防災行政無線（マイク放送）の内容伝達手段として、以下のサービスを提供しておりますので、是
非ご利用ください。

　　　　　bousai.taiji-town@raiden2.ktaiwork.jp

空メールを送信していただきますと、メールが届きます。メール内の URL
から希望する配信情報を選択し、登録をしてください。
←こちらのQRを読み込んでも送信できます。
（通信費用は、ご利用の方の負担となります。）

※防災行政無線の区分について
・行政情報：役場各課からの情報　　　　　　例：検診・税申告・学校行事など
・防災情報：気象情報や避難等に関する情報　例：警報や注意報の発令・避難準備等など
・くらし情報：役場各課以外の情報　　　　　例：町内各種団体からのお知らせ・警察・消防団など

※ただし、メール配信される内容は、音声合成での放送分のみとなります。
【問い合わせ先】太地町役場　総務課　防災係　電話：59-2335

　本町で整備しました防災行政無線（マイク放送）の、戸別受信機を無償にて貸与させていただいて
おります。
　ご希望される方は、設置申し込みが必要となりますので、役場に備え付けの「戸別受信機　設置申
込書」に必要事項を記載の上、提出してください。（認め印が必要です。）
　申し込み後、施工業者（NTT 西日本）より設置日時の確認で電話がありますので、ご都合のよい
日時をお伝えいただきましたら、取り付けいたします。

【問い合わせ先】太地町役場　総務課　防災係　電話：59-2335

防災行政無線（マイク放送）についてのお知らせ

個別受信機の申し込みについて

お知らせ

お知らせ

防災に関するお知らせ
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　法務省の統計では、令和２年１月１日現在における全国の不法残留者数が、昨年から約 8,700 人増
加の 82,892 人となっており、不法入国者等を含めた不法滞在者は、県内にも相当数いると考えられ
ます。
　不法滞在者の中には、他の犯罪に手を染める者もおり、警察では、関係機関と連携しながら、不法
滞在者の摘発や不法滞在者を雇用する悪質な事業主等の取締りを強化しています。
　「学校へ行かずに働いている留学生がいる」、「オーバーステイの外国人に関する話を聞いた」など、
少しでも「不法就労・不法滞在しているのでは？」と思うことがあれば、どんな情報でも構いません
ので、警察本部又は最寄りの警察署、交番、駐在所までお知らせください。

（問い合わせ先：新宮警察署：０７３５－２１－０１１０）

　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、年度当初に労働保険料を概算で申告・
納付し、翌年度当初に確定清算することとなっています。この手続きを「年度更新」といいます。
　事業場あてに年度更新用の申告書が郵送されますので、申告書を作成の上、６月１日から７月 10
日までの間に申告・納付をお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申告書の提出にあたっては、電子申請や
郵送の積極的なご活用をお願いします。
　詳しくは、和歌山労働局のホームページをご覧いただくか、和歌山労働局総務部労働保険徴収室（電
話 073-488-1102）までお問い合わせください。

～和歌山から不法滞在者をなくそう～

和歌山労働局からのお知らせ　事業主の皆さまへ

お知らせ

お知らせ

３０歳から公務員を目指す！！自衛官（学生）等の募集案内
お知らせ　就職や転職等ご検討の方は、ぜひご検討ください。

太地町生き生き情報コーナー

受験種目 応募資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生 18 歳 以 上 32 歳 以
下の男女

年間を通じて行
っております

受付時にお知らせ
いたします

受付時にお知ら
せいたします

【お問い合わせ】　説明会平日随時、自衛隊新宮地域事務所（新宮高校正門前）※来場自由
 電話：０７３５－２１－３４４９

令和２年度の労働保険年度更新について

5



太地町消防団員募集

サマージャンボ宝くじについて

新しい区長さんが決まりました

お知らせ

お知らせ

お知らせ

　次のとおり団員を募集します。
●活動内容
　町内で発生した水火災等の災害時に防御や救助作業を行います。また、毎月２５日に消防演習を実
施し、放水、器具点検、礼式訓練等を行い、水火災の予防及び警戒心の喚起に努めています。
●主な行事
毎月　　消防演習（８月、10 月除く） 10 月　祭典行事警戒
４月　　辞令交付式 12 月　年末警戒
８月　　花火大会及び柱松警戒  １月　消防出初式

　本町に居住する満 18 歳以上の方で、消防団活動に真摯に取り組むことができる熱意のある方は下
記までご連絡ください。

【太地町消防団事務局】太地町役場総務課内消防団係　電話：５９－２３３５

 この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。宝くじの購入は和歌山県
内で！
７月14日（火）発売！　１枚300円　（公財）和歌山県市町村振興協会

　令和２年度の区長さんが決まりました。
１年間よろしくお願いいたします。（敬称
略）

地　区 氏　名 地　区 氏　名
大東１ 上 辻 新 才 暖海３ 竹 内 禎 子
大東２ 東　 祥 子 森浦 由 谷 唯 吉
小東１ 神 本 忠 彦 東平見１ 東　 文 則
小東２ 藪 田 忠 昭 東平見２ 橋 本　　 聡
新屋敷１ 吉 田 周 平 中平見１ 掛 橋 寿 徳
新屋敷２ 西　 万 有 美 中平見２ 上 中 克 基
寄子路 雜 賀 武 則 西平見１ 海 野 好 詔
水ノ浦１ 水 谷 誠 吾 西平見２ 出 口 次 夫
水ノ浦２ 山 本 江 美 南平見 松 井 勇 樹
水ノ浦３ 小 濱 勝 明 夏山 夏 田　　 拓
暖海１ 庄 司 保 和 常渡 池 畑 み き 子
暖海２ 漁 野 伸 哉
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新型コロナウイルス感染症の影響で、休園・休
校となっている子どもたちを対象として、希望者
にお弁当の配達・配布を行っています。（5 月 11
日現在）

４月 21 日～５月１日までは、こども園・小学校・
中学校の先生方が、５月 11 日以降は、委託事業
者とこども園の先生方が配達してくれています。

この取り組みは、「子どもは、町の宝物」であ
るという認識のもと行っています。子どもたちに
栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、
保護者の方の負担を軽減すること、そして、受け
渡しの際に、「ニコリと笑い合える関係づくり」
を目指しています。

緊急経済対策として、町内の各家庭へお米の配
達を行いました。

小学校体育館へ用意したお米を、町議会議員、
社会福祉協議会の職員の方、役場職員などが数班
に分かれて配達しました。

初回は、１世帯に１袋を配達し、２回目となる
５月 24 日（日）には、残りの世帯員全員分を配
達しました。

まちの
だい話TOWN

TOPICS

お  弁当の配布

お  米の配布

77

4/23㈭

5/3㈰・4㈪

　公民館において、令和２年度太地町消防団辞令交
付式を行いました。
　今回の対象者は、本年４月１日付で入団された５
名と、昨年６月１日付入団された１名の合計６名の
団員でした。
　式では、筋師光博団長が辞令を手渡され、団員一
人ひとりに激励の言葉をかけられました。

4/27㈪ 消 防団員辞令交付式
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《保健衛生関係 6月行事予定》
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住民基本台帳
（令和２年４月末日現在）

総人口 3,005 人
　　男  1,344 人
　　女  1,661 人

世帯数   1,566 世帯
（前月比：総人口　31 人減
              世帯数   ９世帯減）
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子育て支援関係
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

６月 10 日（水） ちびっ子ひろば 10：00 ～ 11：30 ふれあいルーム
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

６月 17 日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：30 公  民  館
13：00 ～ 13：30 平見集会所
13：45 ～ 14：15 老人憩の家
14：30 ～ 15：00 寄水集会所

６月 23 日（火） 乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 ふれあいルーム
６月 29 日（月） 成人健康相談（血圧測定） 15：00 ～ 15：30 森浦集会所
健康教育

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
６月  1 日（月）

なかよし体操 13：30 ～ 15：00 東新集会所
６月 22 日（月）
６月 15 日（月）

なかよし体操 13：30 ～ 15：00 森浦集会所
６月 22 日（月）
健診

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

６月  7 日（日） 子宮・乳がん・胸部検診 12：30 ～ 13：30（受付） 多目的センター
６月 25 日（木） ４か月児健診 8：50 ～ 9：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
６月 25 日（木） 10 か月児健診 10：00 ～ 10：20（受付） 那智勝浦町福祉健康センター

　飼い犬 ・ 飼い猫のフンの

後始末は、 飼い主が責任を

持って行いましょう。

　また、 飼い猫以外には餌

を与えないでください。

太地町　住民福祉課

※今後の新型コロナウイルスの流行状況により、変更する場合があります。

撮
影
：
清
宮
萌
さ
ん
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